エージェント契約書

本契約は、株式会社〇〇（以下「委託者」という。）と、株式会社△△（以下「エージェント」という。）が、委託者の商品・サービスの紹介・販売支援・契約取次に関する業務について、以下のとおり締結する。

第1条（目的）
委託者は、エージェントに対し、委託者が提供する商品・サービス（以下「本件サービス」という。）の紹介・販売支援・契約取次に関する業務を委託し、エージェントはこれを遂行することを目的として本契約を締結する。

第2条（業務内容）
1. エージェントが行う業務は次のとおりとする。
　① 本件サービスに関する営業活動・紹介業務
　② 見込み顧客の掘り起こし、アポイント取得
　③ 顧客管理、問い合わせ対応の補助
　④ 委託者が認めた資料・広告物の配付
2. 契約締結・代金受領等の最終決定権は、委託者に帰属する。

第3条（独立性）
1. エージェントは独立した事業者であり、委託者の代理人、従業員または下請事業者ではない。
2. エージェントは、委託者の名義で契約・約束・保証をする権限を有しない。

第4条（エージェント報酬）
1. エージェントは、紹介した顧客が委託者と正式に契約し、契約金または売上が発生した場合、所定のエージェント報酬を受け取ることができる。
2. 報酬率、支払方法、支払時期は、別紙「報酬テーブル」に定める。
3. 紹介案件がキャンセル・返金となった場合、報酬も減額または返還される。

第5条（禁止事項）
エージェントは、次の行為を行ってはならない。
1. 本件サービスについて虚偽・誤解を招く説明を行うこと
2. 委託者の許可なく価格変更・割引等を提案すること
3. 委託者の商標・資料・広告物を無断で改変または使用すること
4. 不正な手段により顧客を獲得すること
5. 顧客情報を第三者へ提供すること

第6条（営業資料の提供）
1. 委託者は、営業活動に必要な資料・広告媒体・商品情報等をエージェントに提供する。
2. エージェントはこれを適切に管理し、第三者に漏えいしてはならない。

第7条（顧客情報の取扱い）
1. エージェントが取得した顧客情報は、本契約の目的のみに使用しなければならない。
2. 個人情報保護法その他関係法令に従って適切に管理するものとする。

第8条（秘密保持）
1. 当事者は、本契約に関連して知り得た相手方の営業情報・技術情報・顧客情報等を秘密として扱い、第三者へ開示してはならない。
2. 本条の義務は契約終了後も3年間存続する。

第9条（契約期間）
1. 本契約の有効期間は、締結日より1年間とする。
2. 期間満了の1か月前までに双方の通知がない場合、自動的に同一条件で更新される。

第10条（契約の解除）
1. 当事者の一方が次の各号のいずれかに該当した場合、相手方は催告なくして契約を解除できる。
　① 本契約に重大な違反がある場合
　② 支払停止・破産・民事再生等があった場合
　③ 虚偽報告または不正行為があった場合
　④ 顧客から重大なクレームが発生し、委託者が継続困難と判断した場合
2. 解除により損害が生じた場合、違反した当事者は賠償する責任を負う。

第11条（契約終了後の処理）
1. エージェントは、契約終了後、委託者の商標・資料・データ等の使用を直ちに停止し、提供資料を返還または破棄する。
2. 終了前に発生した報酬・費用・義務は、契約終了後も存続する。

第12条（損害賠償）
エージェントまたは委託者が本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、違反当事者は当該損害を賠償する。

第13条（不可抗力）
天災、停電、通信障害、感染症、法令改正その他不可抗力により履行が困難となった場合、当事者はその責任を負わない。

第14条（紛争解決）
協議でも解決しない場合、委託者の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第15条（契約書の作成）
本契約締結の証として、本書2通を作成し、双方が記名押印のうえ各1通を保有する。

令和　年　月　日

委託者　住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（印）

エージェント　住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（印）

